
近
世
丹
後
縮
緬
機
業
に
お
け
る
株
仲
間
の
　
考
察

足
　
　
立

政
　
　
男

一
、

二
、

三
、

ｅ白

四
、

は
　
し
　
が
　
ぎ

機
株
伸
間
の
創
設

機
株
仲
間
の
内
部
に
お
げ
る
諸
活
動

　
労
　
務
統
制

　
織
　
機
　
統
制

帥
　
立
機
の
統
制

帥
　
一
斉
休
機
の
実
施

○
　
懸
機
・
歩
取
機
の
統
制
と
排
除

む
　
　
す
　
　
び

一
、
は
　
し
　
が

き

　
近
世
に
お
け
る
丹
後
縮
緬
機
業
の
機
株
仲
間
に
つ
い
て
は
未
だ
充
分
に
研
究
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
殊
に
丹
後
縮
緬

が
宮
津
．
峰
山
両
藩
に
お
け
る
唯
一
の
国
産
工
業
で
あ
り
、
藩
財
政
に
と
っ
て
欠
く
可
か
ら
ざ
る
財
源
で
あ
っ
た
こ
と
。
一
方
雪
深

い
丹
後
の
農
民
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
唯
一
の
農
閑
余
業
で
あ
り
、
こ
の
余
業
収
入
に
よ
っ
て
彼
等
の
生
計
が
維
持
さ
れ
、
支
え
ら

　
　
　
近
世
丹
後
縮
緬
機
業
に
お
け
る
株
伸
間
の
一
考
察
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
五
　
（
一
七
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
六
　
（
一
七
六
）

れ
て
い
た
こ
と
等
か
ら
考
え
て
、
近
世
に
お
け
る
縮
緬
機
業
の
株
仲
間
の
創
設
、
な
ら
び
に
そ
の
諸
活
動
を
分
析
し
究
明
す
る
こ
と

は
、
丹
後
縮
緬
機
業
の
発
展
過
程
に
お
け
る
諸
間
題
の
解
明
に
と
っ
て
は
極
め
て
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
も
の
で
あ
る
と
信
ず
る
。

　
し
か
し
て
本
稿
に
お
い
て
は
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
ま
ず
機
株
仲
問
研
究
の
一
部
で
あ
る
機
株
伸
問
の
創
設
と
そ
の
諸
活
動
の
極

め
て
一
部
分
に
し
か
す
ぎ
な
い
仲
間
の
内
部
に
お
け
る
労
務
の
統
制
活
動
、
な
ら
び
に
織
機
に
つ
い
て
の
統
制
活
動
の
み
を
と
り
あ

げ
て
考
察
し
、
も
っ
て
所
期
の
目
的
達
成
へ
の
手
が
か
り
に
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
機
株
伸
間
の
創
設

　
徳
川
前
半
期
に
お
け
る
西
陣
機
業
の
独
占
的
地
位
は
徳
川
中
期
以
降
に
至
っ
て
崩
れ
姶
め
、
と
く
に
享
保
年
問
の
「
西
陣
焼
け
」

前
後
か
ら
そ
の
独
占
的
技
術
は
急
速
に
地
方
へ
移
入
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
即
ち
地
方
に
お
け
る
新
興
機
業
は
、
西
陣
の
技
術
に
立
脚

し
乍
ら
西
陣
焼
減
の
問
隙
に
乗
じ
て
急
激
に
発
展
し
、
こ
れ
を
契
機
に
そ
の
基
盤
を
確
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。
丹
後
に
お
け
る
縮
緬

機
業
も
亦
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
て
そ
の
隆
盛
に
赴
く
や
幕
藩
各
領
主
（
宮
津
藩
・
峯
山
藩
・
久
美
浜
支
配
所
）
は
縮
緬
機

織
に
つ
い
て
種
友
取
締
法
を
設
け
、
こ
れ
を
保
護
し
、
奨
励
す
る
と
と
も
に
こ
れ
を
財
源
と
す
る
財
政
収
入
の
増
大
を
図
っ
た
。
丹

後
国
中
郡
誌
稿
に
「
中
郡
産
出
ノ
分
ハ
峯
山
藩
、
与
謝
・
竹
野
両
郡
産
出
ノ
分
ハ
宮
津
藩
等
各
藩
所
領
地
二
従
ヒ
取
締
法
ア
リ
テ
機

株
ト
唱
へ
或
ル
資
格
ア
ル
モ
ノ
ノ
外
ハ
縮
緬
製
造
ノ
業
ヲ
営
ム
事
ヲ
許
サ
レ
ス
。
故
二
家
六
ノ
風
二
従
ヒ
一
定
ノ
式
ア
リ
云
六
」
と

あ
る
如
く
機
株
仲
問
制
度
に
よ
っ
て
或
る
資
格
あ
る
も
の
の
外
は
縮
緬
製
織
の
業
を
営
む
事
を
許
さ
ず
、
上
か
ら
の
統
制
政
策
を
と

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
縮
緬
機
織
営
業
が
、
早
や
く
か
ら
幕
藩
領
主
の
許
可
を
必
要
と
し
た
こ
と
は
機
株
鑑
札
下
付
に
よ
る
貢

税
収
入
井
に
共
の
他
の
収
入
の
確
保
を
図
る
を
目
的
と
し
た
国
産
の
保
護
育
成
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
こ
と
は



次
の
史
実
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
安
永
三
年
甲
午
六
月
宮
津
藩
の
調
査
に
際
し
、
与
謝
郡
石
川
村
か
ら
提
出
し
た
願
書
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

び
請
書
の
三
、
四
例
を
示
す
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

〔
例
一
〕

　
　
　
　
　
乍
恐
奉
願
上
口
上
之
覚

　
　
一
、
高
廿
石
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
善
右
衛
門

　
　
一
、
高
二
石
一
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
兵
衛

　
　
一
、
高
廿
二
石
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
兵
衛

　
　
一
、
水
呑
百
姓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
兵
衛

　
　
右
私
共
儀
当
村
御
田
地
所
持
仕
候
御
百
姓
相
勤
罷
在
侯
処
近
年
不
勝
手
に
罷
成
百
姓
相
続
難
仕
御
座
侯
に
付
他
借
仕
縮
緬
新
機
一
ツ
宛
仕
度
奉
存

　
　
侯
に
付
御
内
分
御
願
申
上
侯
処
此
度
被
為
仰
渡
侯
通
恵
民
議
札
一
枚
宛
掛
次
申
侯
問
乍
恐
願
之
通
被
仰
付
被
為
下
侯
は
二
右
之
以
助
力
御
百
姓
取

　
　
続
申
度
奉
存
候
乍
恐
奉
願
上
侯
通
被
仰
付
被
為
下
侯
は
二
難
有
可
奉
存
侯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
　
上

　
　
　
　
午
　
六
　
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
機
屋
銘
々

右
奉
願
上
侯
通
相
違
無
御
座
侯
何
分
願
之
通
被
仰
付
被
為
下
侯
は
二
私
共
迄
難
有
可
奉
存
候

右
奉
願
通
吟
味
仕
侯
処
少
も
相
違
無
御
座
侯
問
宜
可
仰
付
奉
存
侯

近
世
丹
後
縮
緬
機
業
に
お
け
る
株
伸
間
の
一
考
察
（
足
立
）

庄組大

庄

屋頭屋一
七
七

以
　
上

己
　
上

（
一
七
七
）



立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
一
号
）

一
七
八
　
（
一
七
八
）

〔
例
二
〕　

　
　
乍
恐
差
上
申
御
請
書
之
事

一
、
縮
緬
　
何
機

右
機
仕
度
旨
先
達
而
奉
願
侯
処
段
次
御
領
分
村
ヵ
機
数
多
く
相
成
り
農
業
に
も
相
障
り
候
旨
及
御
聞
被
成
向
後
新
機
御
停
止
に
可
被
仰
付
由
被
仰

渡
奉
承
如
候
私
持
高
少
く
御
田
地
斗
に
て
は
渡
世
難
仕
御
座
侯
に
付
御
免
之
儀
奉
願
候
御
慈
悲
之
御
了
簡
を
以
此
節
よ
り
恵
民
講
一
口
づ
つ
か
け

次
之
上
御
免
可
被
遊
旨
被
仰
渡
難
有
奉
畏
候
尤
持
高
耕
作
疎
略
に
仕
間
敷
侯
若
農
業
不
沙
汰
に
仕
義
及
御
聞
被
遊
候
は
、
何
分
之
御
科
に
も
可
被

仰
付
候
右
之
通
御
免
被
遊
侯
上
は
恵
民
講
始
終
無
問
違
懸
続
可
申
候
依
一
札
差
上
申
所
如
件

　
　
午
六
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
願
主
　
誰

右
之
者
奉
願
之
通
縮
緬
機
御
免
被
仰
付
私
共
迄
難
有
奉
存
侯
然
る
上
は
農
業
疎
略
に
不
仕
恵
民
講
一
口
始
終
掛
続
候
様
為
仕
可
申
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
　
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
　
　
　
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
　
　
　
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
　
庄
　
屋
　
奥
判

〔
例
三
〕　

　
　
乍
恐
奉
願
上
口
上
之
覚

二
私
共
儀
当
村
御
百
姓
相
勤
罷
在
候
処
作
高
斗
に
て
は
取
嚢
仕
御
座
侯
に
付
為
助
力
先
年
よ
り
縮
緬
機
少
六
宛
織
来
り
申
候
然
る
所
去
年
御

改
之
節
間
違
に
て
書
上
落
機
に
罷
成
無
調
法
至
極
可
申
上
様
も
無
御
座
侯
様
此
度
御
慈
悲
を
以
て
被
成
下
此
末
恵
民
講
札
一
機
に
一
枚
宛
懸
次
申

候
は
し
不
相
替
織
屋
仕
候
様
に
被
仰
出
難
有
仕
合
奉
存
候
尤
去
已
年
初
会
よ
り
外
拉
に
懸
次
申
侯
様
に
是
又
被
仰
付
何
分
奉
畏
候
乍
恐
願
之
通
被

仰
付
被
下
侯
は
二
難
有
可
奉
存
侯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
　
上



六
　
月

右
之
老
共
奉
願
上
候
通
相
違
無
御
座
候
乍
恐
願
之
通
被
仰
付
被
為
下
候
ハ

間
宜
被
仰
付
可
被
下
候

　
　
　
　
願
　
主
　
　
市
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
　
　
　
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
　
　
　
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
忠
　
　
　
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
伝
　
次
　
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
喜
　
兵
　
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
惣
右
衛
門

ハ
私
共
迄
難
有
奉
存
可
く
右
奉
願
通
吟
味
仕
候
処
少
も
相
違
無
御
座
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
　
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
　
　
　
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
　
　
　
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
　
庄
　
屋
　
奥
判

　
　
平
井
権
右
衛
門
様

〔
例
四
〕

　
　
　
　
　
乍
恐
差
上
申
御
請
書
之
事

　
　
一
、
縮
緬
機
　
何
機
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
誰

　
　
一
、
同
　
　
　
何
機
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
誰

　
　
右
之
者
去
夏
恵
民
講
御
取
立
之
湖
村
々
縮
緬
機
数
御
改
之
節
心
得
違
仕
侯
而
書
上
帳
面
に
外
杵
申
侯
に
付
猶
又
当
春
機
数
御
改
被
成
右
機
数
向
後

　
　
停
止
に
被
仰
付
迷
惑
千
万
奉
存
候
此
上
急
度
御
答
め
可
被
仰
付
侯
得
共
御
慈
悲
の
御
了
簡
を
以
一
機
恵
民
講
一
口
宛
去
年
初
り
侯
節
よ
り
相
停
侯

　
　
　
近
世
丹
後
縮
緬
機
業
に
お
け
る
株
仲
間
の
一
考
察
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
九
　
（
一
七
九
）



　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
○
（
一
八
○
）

迄
掛
次
候
上
に
て
右
機
数
御
免
可
被
遊
之
旨
被
仰
渡
難
有
奉
存
侯
尤
銘
々
持
高
耕
作
疎
略
に
仕
問
敷
侯
若
農
業
不
沙
汰
仕
侯
喉
及
御
聞
被
遊
侯
は

二
何
分
之
御
科
に
も
可
被
仰
付
侯
右
之
通
御
免
被
遊
候
上
は
恵
民
講
始
終
無
間
違
掛
続
可
申
侯
込
札
指
上
申
所
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
願
　
主
　
　
　
　
　
　
誰

　
　
午
　
六
　
月

右
之
者
奉
願
通
縮
緬
機
御
免
被
仰
付
私
共
迄
難
有
奉
存
候
然
上
は
農
業
疎
略
に
不
仕
恵
民
講
一
口
始
終
か
げ
続
侯
様
為
仕
可
申
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
　
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
　
　
　
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
　
　
　
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
　
庄
　
屋
　
奥
判

　
〔
例
一
〕
及
び
〔
例
二
〕
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
如
く
、
縮
緬
機
業
が
宮
津
・
峯
山
両
藩
の
農
民
に
と
っ
て
は
そ
の
生
計
補
助
に
欠

く
こ
と
の
出
来
な
い
農
閑
余
業
的
な
も
の
で
あ
り
、
他
方
領
主
側
に
と
っ
て
も
藩
庫
の
供
給
源
と
し
て
不
可
欠
的
地
位
を
占
め
て
い

た
の
で
あ
る
。
次
に
〔
例
三
〕
及
び
〔
休
四
〕
に
よ
っ
て
、
織
機
台
数
の
実
体
調
査
な
ら
び
に
そ
の
強
制
的
登
録
制
が
藩
の
手
に
よ

っ
て
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
共
に
、
織
機
一
台
に
恵
民
講
一
口
の
強
制
加
入
が
行
わ
れ
、
具
体
的
に
縮
緬
機
業
が

藩
庫
財
源
の
重
要
な
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
。
更
に
農
民
達
の
中
に
は
か
か
る
藩
の
収
奪
か
ら
逃
れ
ん
と
し
て
故
意
に

登
録
を
怠
り
、
い
わ
ゆ
る
隠
機
を
持
っ
て
機
業
経
営
を
行
い
利
潤
の
不
正
増
収
を
図
ら
ん
と
し
た
も
の
も
多
数
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え

る
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
縮
緬
機
業
は
西
陣
よ
り
移
入
後
僅
か
に
し
て
宮
津
・
峯
山
両
藩
に
と
っ
て
重
要
な
国
産
工
業
の
一
つ
に
な
り
、
丹
後
地
方

農
村
工
業
と
し
て
枢
要
な
地
位
を
占
め
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
強
固
な
地
盤
と
長
い
伝
統
を
も
ち
、
か
つ
優
秀
な
技
術
、
そ
し



て
強
い
独
占
的
株
仲
問
の
色
彩
を
も
っ
た
京
都
西
陣
と
対
抗
し
て
発
展
す
る
過
程
に
あ
っ
て
、
新
興
の
丹
後
縮
緬
機
業
が
必
然
的
に

強
力
な
藩
権
力
に
よ
る
保
護
と
援
助
を
必
要
と
し
、
か
つ
西
陣
同
様
機
株
仲
間
を
創
設
し
て
自
衛
手
段
を
講
ず
る
に
至
っ
た
こ
と
は

当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
。
し
か
し
て
峯
山
藩
で
は
創
始
後
三
十
余
年
の
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
に
ー
至
っ
て
、
お
よ
ン
、
左
の
よ
う
な

同
業
仲
問
の
奉
公
人
規
定
を
定
め
、
仲
問
の
統
制
と
保
護
策
を
と
る
に
至
っ
た
。

　
　
　
　
　
（
２
）

　
　
　
　
　
覚

　
　
一
、
奉
公
人
織
手
糸
繰
惣
体
之
役
人
仲
間
よ
り
途
中
に
暇
取
り
出
し
申
侯
も
の
古
主
よ
り
之
免
出
無
之
侯
老
ハ
相
抱
申
事
無
用
可
致
侯
若
伸
間
申

　
　
　
渡
シ
を
背
ぎ
差
置
き
申
も
の
御
座
侯
は
心
連
中
寄
合
吟
味
之
上
に
て
申
合
之
こ
と
く
縮
緬
屋
飛
脚
に
荷
物
一
切
持
せ
不
申
侯
並
糸
問
屋
江
出
糸

　
　
　
壱
束
に
て
も
買
せ
不
申
侯
事

　
　
一
、
子
飼
奉
公
人
は
一
切
他
家
え
相
抱
申
義
堅
無
用
可
致
候
事

　
　
一
、
織
屋
繰
屋
残
銀
有
之
候
ハ
ハ
借
方
江
右
銀
子
無
相
違
相
添
其
上
ニ
テ
掛
機
繰
糸
遣
不
申
侯
事

　
　
一
、
は
っ
し
も
の
相
調
申
も
の
有
之
候
ハ
ハ
大
小
に
ょ
ら
ず
管
一
ツ
ニ
テ
も
聞
付
次
第
行
司
江
相
届
共
上
ニ
テ
御
公
儀
様
に
も
御
願
申
上
御
捌
可

　
　
　
奉
願
上
侯
事

　
　
一
、
ち
り
め
ん
飛
脚
い
た
し
候
老
糸
売
買
為
致
不
申
侯
糸
売
買
致
度
侯
ハ
ハ
飛
脚
止
メ
さ
せ
可
申
侯
事

　
　
右
之
七
ケ
条
何
も
寄
合
之
上
に
て
相
定
メ
申
侯
然
ル
所
申
合
相
背
キ
之
者
有
之
二
於
テ
ハ
縮
緬
屋
申
合
之
捌
可
致
共
時
異
議
申
間
舗
為
其
侃
連
判

　
　
如
件

　
　
　
　
宝
暦
五
年
乙
亥
四
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仲
間
三
十
人
連
判

　
か
く
て
同
業
者
仲
間
は
「
何
も
寄
合
之
上
に
て
相
定
メ
申
侯
然
ル
所
申
合
相
背
キ
之
者
有
之
二
於
テ
ハ
縮
緬
屋
申
合
之
捌
可
致
共

　
　
　
近
世
丹
後
縮
緬
機
業
に
お
け
る
株
仲
間
の
一
考
察
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
一
　
（
一
八
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
．
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
二
（
一
八
二
）

時
異
議
申
問
鋪
為
共
勿
連
判
如
件
」
と
厳
重
な
規
約
を
設
け
、
一
已
の
我
意
を
主
張
せ
ざ
る
こ
と
明
示
し
、
仲
問
総
体
意
思
へ
の
絶

対
服
従
を
強
調
し
、
そ
の
総
体
意
思
に
抵
触
せ
ざ
る
範
囲
内
で
仲
間
成
員
の
活
動
を
認
め
て
い
た
。
し
か
し
て
仲
間
の
総
体
意
思
は
、

寄
合
に
於
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
機
屋
各
個
の
意
思
は
総
体
意
思
の
中
に
吸
収
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
義
務
附
せ
ら
れ
て
い
た
。

　
反
面
か
か
る
厳
格
な
る
株
仲
間
規
約
の
結
成
に
よ
る
機
屋
仲
問
統
制
の
出
現
は
、
創
織
後
三
十
余
年
を
経
て
縮
緬
機
業
家
の
成
熟

と
共
に
燭
熟
が
見
ら
れ
、
営
利
第
一
と
い
う
利
益
杜
会
の
精
神
が
彼
等
の
脳
裡
を
支
配
す
る
に
至
っ
た
事
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
即

ち
「
勝
手
ヶ
間
敷
仕
方
」
を
す
る
も
の
が
出
現
し
初
め
た
の
で
あ
る
。
技
術
を
身
に
つ
け
た
奉
公
人
の
引
き
抜
き
、
或
は
奉
公
人
自

ら
が
高
給
な
抱
え
主
へ
の
奉
公
替
え
、
縮
緬
・
原
料
生
糸
の
抜
売
・
抜
買
・
借
倒
し
等
機
屋
仲
問
の
問
に
奉
公
人
の
争
奪
・
仕
入
・

販
売
競
争
の
対
立
が
生
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
機
屋
達
は
厳
重
か
つ
微
細
に
亙
る
規
定
を
設
け
て
、
そ
の
反
則
者
・
不

調
和
の
者
を
取
締
り
、
株
仲
間
組
織
に
よ
っ
て
そ
の
権
益
を
擁
護
せ
ん
と
す
る
に
至
っ
た
。
さ
ら
に
左
の
「
起
請
文
」
を
見
て
も
、

そ
の
意
味
は
お
な
じ
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

　
　
　
　
　
起
請
文
之
事

　
　
一
、
近
年
縮
緬
屋
ハ
ヅ
シ
も
の
並
繰
屋
ハ
ヅ
シ
も
の
大
分
売
に
出
申
侯
買
人
も
有
之
様
相
聞
侯
為
其
起
請
文
致
連
判
之
仲
間
大
切
之
儀
二
御
座
候

　
　
　
間
堅
相
調
申
問
敷
候
若
此
上
二
も
相
背
キ
侯
者
於
有
之
機
致
サ
セ
不
申
候
共
上
目
本
国
中
六
十
余
州
大
小
の
神
砥
別
テ
伊
豆
箱
根
両
所
之
権
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
」
ず

　
　
　
三
嶋
大
明
神
殊
当
所
氏
神
砥
園
牛
頭
天
王
稲
荷
大
明
神
御
罰
可
罷
蒙
老
也
価
起
請
文
如
件

　
　
　
　
宝
暦
六
丙
子
年
四
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伸
間
三
十
五
人
連
判
）

　
即
ち
機
屋
の
総
体
意
思
に
よ
る
仲
問
の
拘
束
力
を
起
請
文
に
よ
っ
て
強
力
化
せ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
機
屋
仲

間
の
同
業
者
聞
の
対
立
・
競
争
の
漸
く
激
化
し
て
来
つ
つ
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
法
三
章
克
く
業
界
を
制
し
得
た



間
こ
そ
、
反
則
者
も
無
か
っ
た
が
、
機
業
の
成
熟
は
や
が
て
鰯
熟
し
、
遂
に
は
廃
頽
の
兆
を
現
わ
し
、
機
屋
仲
問
の
私
的
観
約
の
統

制
で
は
力
が
及
ば
な
く
な
っ
て
、
機
業
界
が
危
機
に
瀕
す
る
に
至
っ
た
。
こ
と
こ
こ
に
至
っ
て
は
国
産
奨
励
政
策
を
と
っ
て
藩
財
源

を
豊
か
に
せ
ん
と
欲
し
て
や
ま
ぬ
領
主
側
は
、
こ
の
領
内
唯
一
の
縮
緬
機
業
の
国
産
産
業
の
か
か
る
危
殆
を
放
置
し
見
逃
す
わ
け
に

行
か
な
い
。
そ
の
隆
盛
と
健
全
な
発
展
過
程
を
希
求
す
る
領
主
は
、
そ
の
絶
対
的
藩
権
力
で
も
っ
て
公
的
に
機
株
伸
問
規
定
を
発
布

し
て
機
屋
達
に
服
従
を
強
制
す
る
に
至
っ
た
。
か
く
し
て
峯
山
藩
に
お
い
て
は
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
遂
に
機
株
制
度
の
公
布

を
見
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

　
　
　
　
　
規
　
　
定
　
　
書

　
　
一
、
廿
ケ
年
前
よ
り
相
営
侯
機
屋
ハ
古
株
其
後
相
始
侯
者
ハ
新
株
ト
相
唱
可
申
事

　
　
一
、
機
屋
申
談
之
儀
ハ
何
事
二
不
寄
古
株
之
老
之
評
議
二
随
侯
儀
ハ
勿
論
之
事
二
侯
間
万
事
古
株
之
者
評
議
二
致
随
身
諸
事
睦
舗
申
談
業
柄
繁
栄

　
　
　
致
候
様
為
致
度
候
得
共
当
時
古
株
之
老
何
レ
之
町
分
ニ
モ
無
数
二
相
聞
侯
間
相
応
古
株
之
者
出
来
之
上
御
立
替
二
可
相
成
候
間
共
心
得
ヲ
以
一

　
　
　
統
可
致
出
精
候
併
不
益
筋
之
儀
又
ハ
身
勝
手
之
申
談
致
侯
節
ハ
無
遠
慮
惣
代
迄
可
申
出
候

　
　
　
　
但
新
株
之
者
ニ
テ
も
惣
代
相
勤
侯
者
ハ
古
株
同
様
相
心
得
可
申
候

　
　
一
、
此
度
株
数
相
定
鑑
札
相
渡
候
問
以
後
為
自
分
余
人
江
貸
渡
又
ハ
相
譲
候
儀
決
テ
不
相
成
候
尤
機
相
止
メ
被
札
致
上
納
侯
ハ
ハ
最
初
相
納
候
株

　
　
　
銀
半
高
御
下
ケ
可
被
下
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
但
五
ケ
年
引
続
相
休
考
ハ
鑑
札
可
致
上
納
候

　
　
一
、
此
度
相
定
候
株
数
相
満
明
株
無
之
節
ハ
願
人
有
之
共
御
免
二
不
相
成
事

　
　
一
、
是
迄
数
年
来
相
休
候
持
株
之
者
ヘ
ハ
鑑
札
不
相
渡
御
預
り
株
二
相
成
両
三
年
之
内
御
買
上
二
可
相
成
事

　
　
　
　
　
　
　
中
　
　
略

　
　
　
近
世
丹
後
縮
緬
機
業
に
お
け
る
株
伸
間
の
一
考
察
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
三
　
（
一
八
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
四
（
一
八
四
）

　
　
一
、
縮
緬
織
業
之
儀
ハ
毎
六
申
達
侯
通
当
所
第
一
之
業
柄
二
候
得
共
近
年
獲
二
相
成
自
然
不
繁
昌
之
基
二
付
此
度
古
株
坂
交
改
規
定
被
仰
出
侯
問

　
　
　
堅
相
守
可
申
候
若
心
得
違
之
も
の
有
之
ハ
急
度
答
可
中
付
侯

　
　
　
　
　
宝
暦
十
二
年
午
八
月

　
藩
主
側
自
ら
の
手
に
よ
る
公
的
株
仲
問
規
約
の
公
布
施
行
は
単
に
機
株
鑑
札
の
交
付
に
よ
る
貢
税
収
入
の
増
加
を
企
図
し
、
隠
し

機
の
絶
減
を
狙
っ
て
の
対
策
で
あ
る
の
み
で
は
な
く
、
「
諮
事
性
舖
申
談
業
柄
繁
栄
致
度
侯
」
「
此
度
古
株
取
交
改
規
定
被
仰
出
候
間

堅
相
守
可
申
侯
若
心
得
違
之
も
の
於
有
之
急
度
答
可
申
付
侯
」
と
機
屋
伸
問
の
仲
問
割
れ
と
勝
手
な
行
動
に
制
約
を
加
え
、
機
屋
個

人
を
機
屋
集
団
の
一
定
の
桓
の
中
に
吸
収
し
、
そ
の
集
団
的
意
思
に
服
従
す
る
よ
う
藩
権
力
で
強
制
し
、
以
っ
て
株
仲
問
の
独
占
と

権
益
を
護
り
、
そ
の
保
護
と
育
成
に
努
力
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
か
か
る
公
的
な
藩
権
力
に
よ
る
株
仲
問
規
約
に
前
述
の

如
き
厳
重
な
「
急
度
答
可
申
付
侯
」
と
い
っ
た
如
き
条
項
を
設
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
そ
れ
だ
け
、
彼
等
の
中
に
反
則
者
・

被
処
罰
者
の
数
が
激
増
し
、
仲
間
意
識
が
老
衰
し
弱
体
化
し
た
こ
と
を
物
語
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
宮
津
藩
に
お
い
て
も
機
株
を
設
け
、
鑑
札
を
交
付
し
、
統
制
政
策
と
増
収
政
策
で
も
っ
て
国
産
の
保
護
育
成
に
努
力
し
て
い

る
。
享
保
七
年
に
創
姶
し
た
と
い
わ
れ
る
宮
津
藩
に
お
け
る
縮
緬
機
業
は
、
同
十
三
年
に
は
町
内
五
六
軒
に
弘
ま
り
、
三
四
十
年
後

の
明
和
年
間
に
は
機
数
加
悦
町
五
十
、
後
野
村
四
十
五
、
三
河
内
村
六
士
二
、
加
悦
奥
十
七
、
算
所
二
十
五
、
石
川
村
二
十
、
山
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

村
（
上
下
）
士
二
、
四
辻
二
、
幾
地
三
、
合
計
二
三
八
台
に
上
る
ま
で
の
発
展
を
と
げ
て
お
り
、
「
宝
暦
三
年
酉
正
月
吉
目
機
屋
申

　
　
（
６
）

年
之
覚
」
に
よ
る
算
所
村
の
記
録
に
よ
る
と
、

　
　
　
　
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
　
一
、
酉
よ
り
年
次
壱
機
二
付
運
上
五
分
宛
二
相
立
可
申
侯
右
者
運
上
行
司
世
話
代
二
可
仕
侯



一一一一一一
、、、、、、

酉戊亥子丑寅

行
事

嘉
　
兵
　
衛

勘
　
　
　
七

伊
三
衛
門

久
　
三
　
郎

太
　
四
　
郎

佐
　
　
　
吉

一一一一一一一 、、、、、、、

卯辰巳午未申酉

行
事

一
軒
左
衛
榊

一
蜻
丘
一
鵬

一
粁
右
四
衛
榊

（
柿
左
丘
認

（
算
右
補

（
鵡
右
衛
肚

（
姉
左
衛
蜥

と
あ
り
、
宝
暦
三
年
に
は
早
や
く
も
株
仲
問
が
組
織
さ
れ
、
織
機
一
台
に
年
五
分
運
上
を
徴
収
し
、
こ
れ
を
領
主
へ
の
貢
税
な
ら
び

に
機
株
伸
問
の
運
営
に
充
て
、
仲
問
の
統
制
・
保
護
・
育
成
に
努
力
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
の
事
例
は
宝
暦
三
年
の
仲
問
寄
合
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

内
訳
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
行
事

銭
一
匁
六
分

宿

嘉
兵
衛

左
衛
門
寄
合

百
弐
拾
ハ
が
ん
す
ま
し

孫
左
衛
門

八
分
買

七
拾
文

二
拾
文

二
　
匁

二
　
匁

四
匁
五
分

壱
人
に
付
・

酒
三
升

と
う
ふ

こ
ん
に
ゃ
く

米
五
升
代

銭
孫
分

嘉
兵
衛
分

壱
匁
壱
分
宛

即
ち
一
人
宛
一
匁
一
分
の
会
費
で
寄
合
し
、
仲
問
の
親
睦
を
兼
ね
て
そ
の
統
制
規
約
の
申
合
せ
等
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
近
世
丹
後
縮
緬
機
業
に
お
け
る
株
仲
問
の
一
考
察
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
五
　
（
一
八
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
六
　
（
一
八
六
）

　
な
お
前
記
の
如
く
宝
暦
三
年
に
選
出
し
た
向
う
十
二
ヶ
年
間
に
わ
た
る
仲
問
の
年
行
司
は
順
次
交
替
し
て
そ
の
役
職
に
つ
き
、
仲

問
の
代
表
者
と
し
て
そ
の
権
益
の
擁
護
と
統
制
の
た
め
に
尽
力
し
て
い
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
行
司
選
出
の
方
法
は
機
屋
の
無
記

名
投
票
で
行
わ
れ
、
選
出
さ
れ
た
も
の
は
藩
庁
に
届
出
で
認
証
を
う
け
て
、
そ
の
地
位
が
確
定
し
よ
う
で
あ
る
。

　
な
お
こ
れ
ら
の
株
仲
間
は
村
落
単
位
に
結
成
さ
れ
、
更
に
地
理
的
に
近
村
の
い
く
つ
か
の
株
仲
間
と
の
間
に
連
合
体
を
形
成
し
て

い
た
。
即
ち
こ
こ
に
例
示
し
た
算
所
村
の
機
株
仲
問
は
聚
落
の
関
係
か
ら
三
河
内
村
・
後
野
村
・
加
悦
町
と
一
諾
に
な
っ
て
上
四
ヶ

村
機
株
仲
問
の
連
合
体
を
作
り
、
強
力
に
そ
れ
ぞ
れ
の
権
益
の
擁
護
を
推
進
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
の
四
ヶ
村
連
合
の

株
仲
間
組
織
は
最
近
に
至
る
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
組
織
に
つ
い
て
は
明
治
十
五
年
の
「
絹
縮
緬
製
造
所
杜
中

　
　
　
（
８
）

改
正
観
則
」
に
よ
っ
て
見
る
に
凡
そ
次
の
如
く
で
あ
っ
た
。

一
、
行
事
役
従
前
之
通
リ
ニ
名
相
設
之
事

一
、
製
造
杜
中
組
合
是
迄
之
通
相
設
之
事

一
、
機
取
付
之
義
ハ
春
秋
共
立
機
壱
株
二
入
費
先
当
テ
金
ト
シ
テ
廿
五
銭
宛
ヲ
以
テ
取
付
前
二
行
司
役
江
相
届
ケ
其
上
相
営
可
申
事

侯
者
ハ
廿
目
間
休
機
可
申
付
事

一
、
村
方
会
議
之
義
ハ
組
親
ニ
テ
取
計
之
事

但
シ
不
止
ヲ
得
事
件
出
来
之
御
ハ
其
限
二
不
非
（
併
し
触
出
し
時
問
ハ
無
誤
出
席
之
事
）

一
、
会
議
賄
之
義
ハ
一
切
無
用
之
事

但
シ
無
拠
節
ハ
相
成
丈
倹
約
ニ
テ
相
勤
可
申
事

一
、
蛭
子
祭
式
之
義
ハ
是
迄
通
リ
併
シ
掛
鯛
ハ
成
丈
小
魚
御
供
へ
之
事
惣
機
屋
後
宴
膳
部
之
義
ハ
一
切
相
止
メ
可
申
事

一
、
仕
舞
大
鼓
之
義
ハ
是
迄
之
事

但
シ
相
背



今
般
被
定
侯
間
相
守
可
申
事

　
　
明
治
十
五
年
五
月
廿
八
日

製
造
杜
中

植
田
市
右
衛
門
＠

以
下
五
十
六
名
連
名
捺
印

　
こ
の
規
定
は
明
治
に
な
っ
て
か
ら
の
改
正
規
則
で
あ
る
が
従
前
の
仲
間
運
営
が
如
何
に
行
わ
れ
た
か
を
具
体
的
に
知
ら
し
て
呉
れ

る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
行
司
役
が
二
名
で
あ
っ
た
こ
と
。
仲
問
会
費
徴
収
が
春
秋
の
二
期
に
立
機
台
数
に
比
例
し
て
徴
収
さ
れ
た
こ

と
。
四
ヶ
村
で
仲
問
の
連
合
体
を
作
っ
て
い
た
こ
と
。
仲
問
寄
合
の
召
集
権
は
仲
問
行
司
に
あ
っ
た
こ
と
。
寄
合
に
は
時
間
が
守
ら

れ
ず
時
に
華
美
に
流
れ
た
こ
と
。
蛭
子
祭
式
が
重
要
な
行
事
で
あ
っ
た
こ
と
。
太
鼓
の
音
で
織
機
の
生
産
作
業
等
一
日
の
作
業
終
了

が
報
知
さ
れ
、
作
業
統
制
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
等
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
宮
津
藩
で
は
株
仲
問
の
創
設
は
宝
暦
三
年
に
遡
上
り
得
べ
く
、
爾
来
株
伸
問
の
団
結
と
藩
の
保
護
助
長
を
う
け
て
、

縮
緬
機
業
が
宮
津
藩
第
一
の
国
産
と
し
て
発
達
し
、
今
目
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
岩
崎
英
精
氏
が
そ
の
著

「
丹
後
機
業
の
歴
史
」
十
五
頁
に
１
お
い
て
「
宮
津
藩
を
み
る
と
こ
こ
で
は
藩
主
青
山
氏
が
す
で
に
暴
君
的
性
格
を
も
っ
て
お
り
、
こ

の
こ
と
で
の
新
興
縮
緬
機
業
が
峯
山
領
内
の
よ
う
に
進
め
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
、
藩
は
こ
の
機
業
に
従
事
す
る
領
民
に
対
し
て

は
、
　
「
農
業
を
怠
る
」
と
い
う
理
由
で
、
つ
ね
に
圧
迫
を
加
え
つ
つ
あ
っ
た
が
、
つ
い
に
創
織
後
二
十
八
年
の
寛
延
二
年
（
一
七
四

九
）
に
は
、
加
悦
谷
算
所
村
の
機
方
な
ど
に
対
し
、
機
業
停
止
の
弾
圧
を
も
っ
て
の
ぞ
む
に
い
た
っ
た
」
と
論
じ
、
更
に
宝
暦
九
年

青
山
氏
去
り
、
新
た
に
本
荘
氏
が
丹
後
六
万
石
で
入
領
し
た
が
、
こ
の
本
荘
氏
も
ま
た
前
領
主
脊
山
氏
に
お
と
ら
ぬ
暴
政
を
も
っ
て

臨
み
、
明
治
維
新
に
い
た
る
ま
で
運
上
に
つ
ぐ
運
上
を
も
っ
て
し
、
領
民
の
生
活
を
し
ば
り
あ
げ
、
一
方
機
方
は
日
夜
藩
の
暴
政
と

　
　
　
近
世
丹
後
縮
緬
機
業
に
お
け
る
株
伸
間
の
一
考
察
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
七
　
（
一
八
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
八
　
（
一
八
八
）

同
業
の
不
統
制
、
そ
し
て
京
都
間
屋
資
本
の
残
忍
き
わ
ま
る
取
引
に
加
う
る
に
地
元
商
業
間
屋
資
本
の
あ
く
な
き
搾
取
に
苦
し
み
、

か
く
て
本
荘
氏
百
年
間
に
お
い
て
藩
自
ら
が
機
業
の
た
め
に
計
っ
た
と
い
う
こ
と
は
皆
無
に
ひ
と
し
く
、
藩
と
領
内
各
種
資
本
と
の

結
托
に
よ
る
悪
辣
な
藩
政
の
み
が
つ
づ
い
た
と
し
、
機
方
が
領
内
に
拡
ま
り
ゆ
く
と
し
て
も
峯
山
藩
の
そ
れ
と
は
雲
泥
の
差
が
あ
る

と
結
論
づ
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
余
り
に
も
偏
見
で
あ
る
。
藩
自
体
は
機
方
の
創
設
せ
る
株
仲
問
を
そ
の
自
治
機
関
と
し
て
公
認
し
、

こ
れ
を
母
体
と
し
た
縮
緬
機
業
の
発
展
を
図
る
べ
く
幾
多
の
株
仲
間
の
規
約
を
藩
権
力
で
も
っ
て
保
証
し
保
護
助
長
の
政
策
を
と
っ

て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
岩
崎
氏
の
論
ず
る
が
如
き
抑
圧
政
策
に
終
姶
し
た
の
で
は
決
し
て
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

丹
後
石
川
村
誌
四
〇
八
頁
～
四
一
一
頁

峰
山
領
機
方
文
書
　
丹
後
縮
緬
織
物
工
業
協
同
組
合
本
部
所
蔵

同
　
　
右

同
　
　
右

丹
後
万
川
村
誌
　
四
〇
八
頁
　
宮
津
藩
公
薄
所
載

与
謝
郡
野
田
川
町
算
所
村
　
西
原
雄
助
氏
所
蔵

同
　
　
右

同
　
　
右

６

三
、
機
株
伸
間
の
内
部
に
お
け
る
諾
活
動

　
さ
て
前
述
の
如
く
創
設
さ
れ
た
機
株
仲
間
の
活
動
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
を
み
る
に
、
整
理
の
都
合
上
こ
れ
を
大
別
す
る
に
凡

そ
次
の
如
く
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
○
機
株
仲
問
内
部
の
活
動
。
○
町
方
機
株
仲
問
と
の
交
淑
活
動
。
○
藩
庁
と
の
交
渉



活
動
。
○
取
引
上
の
交
渉
活
動
等
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
先
ず
株
仲
問
内
部
に
お
け
る
活
動
を
資
料
に
よ
っ
て
具
体
的

に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
勿
論
仲
問
の
親
睦
を
目
的
と
せ
る
活
動
或
い
は
所
持
せ
る
機
数
の
調
査
・
仲
間
会
費
の
割
当
・
運
上
金
の
配
分
等
そ
の
活
動
事
例

は
枚
挙
に
暇
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
主
な
も
の
を
あ
げ
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
Ｈ
　
労
務
統
制

　
丹
後
機
業
は
「
作
高
斗
に
て
は
取
続
難
仕
御
座
侯
に
付
為
助
力
先
年
よ
り
絹
縮
緬
機
少
友
織
来
り
」
　
（
加
悦
町
誌
九
四
頁
）
た
る
貧

農
の
「
農
閑
余
業
」
的
な
し
か
も
零
細
な
農
村
工
業
で
あ
っ
た
た
め
、
機
屋
の
労
働
条
件
は
劣
悪
極
ま
る
も
の
で
早
暁
未
明
の
頃
か

ら
夜
遅
く
ま
で
騒
音
の
中
で
機
織
に
従
事
し
、
低
廉
な
労
賃
収
入
を
労
働
強
化
に
よ
っ
て
補
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
加
悦
の
谷
と
は
誰
が
言
う
た
よ
言
う
た

　
　
　
　
地
獄
谷
か
や
日
も
射
さ
ぬ

　
　
ほ
ん
に
憂
世
じ
や
糸
ひ
き
女
子

　
　
　
　
こ
ん
な
子
を
産
ん
だ
親
み
た
い

と
、
そ
の
丹
後
縮
緬
の
機
織
女
工
の
悲
哀
を
う
た
っ
て
い
る
が
、
今
に
尚
そ
の
労
働
条
件
は
劣
悪
を
極
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
幕
末

頃
に
お
け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
機
屋
仲
問
の
労
賃
な
ら
び
に
労
働
条
件
の
取
極
め
に
よ
る
と
お
よ
そ
次
の
如
く
で
あ
る
。

（
１
）定

と
り
春

一
、
織
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
分
～
四
分

　
近
世
丹
後
縮
緬
機
業
に
お
け
る
株
仲
間
の
一
考
察
（
足
立
）

一
八
九
　
（
一
八
九
）



立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
一
号
）

一
、
は
た
先

一
、
い
と
繰

一
、
弐
ツ
軍

一
、
三
ツ
車

一
、
水
仕

一
、
同
く
だ
ま
ぎ

一
、
同
く
る
ま

一
、
管
ま
き

一
、
伝
母

一
、
か
け
機

一
、
同
く
ひ
通
ひ

一
、
同
糸

一
、
同
普
ん
ま
い
く
り

一
、
同
緯
車

一
、
経
テ
屋

但
し
年
分

但
シ
年
分

廿
弐
匁
～
七
拾
匁

四
分

三
拾
匁
～
四
拾
五
匁

五
拾
匁

弐
拾
五
匁
～
四
拾
匁

三
拾
匁

四
拾
匁

五
匁

四
匁

弐
匁
三
分
～
二
匁
四
分

壱
匁
弐
分
～
壱
匁
三
分

弐
匁

壱
匁
壱
分
～
壱
匁
七
分

壱
匁
五
分
～
壱
匁
六
分

五
分

一
九
〇
　
（
一
九
〇
）

一
、
掛
糸
る
い
何
糸
二
よ
ら
津
不
堵
之
金
子
の
節
者
申
届
人
支
配
之
事

一
、
奉
公
人
何
に
よ
ら
津
心
付
遣
し
又
ハ
途
中
入
之
者
二
今
よ
り
給
銀
何
程
と
相
窺
候
事
か
た
く
無
用
之
事

一
、
途
中
出
い
た
し
候
も
の
へ
給
銀
ハ
勿
論
四
ケ
所
相
謀
可
申
事

一
、
病
気
扱
老
出
替
等
目
欠
之
儀
者
一
日
た
り
と
も
わ
り
か
げ
を
以
給
銀
之
折
可
引
事
尚
又
夜
具
か
し
之
時
は
其
品
相
応
之
そ
ん
料
可
引
事



一
、
暮
朝
休
息
行
四
目
切
、
ひ
る
休
に
は
せ
ん
香
限
之
事

右
之
条
々
此
度
改
而
相
極
候
故
急
度
相
守
可
被
成
侯

　
御
冥
加
銀
井
機
か
か
り
入
用
者
極
月
二
無
滞
出
銀
可
被
成
候

　
若
延
目
に
相
成
候
節
者
急
度
織
止
メ
可
申
付
候
事

以
上

な
お
又
、
明
治
十
年
頃
に
お
け
る
労
働
条
件
は
凡
そ
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
明
治
十
年
十
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
　
　
　
　
奉
公
人
職
人
取
締
規
則

　
　
一
、
縮
緬
職
営
業
二
係
ル
働
人
井
二
雇
入
ノ
者
何
事
二
寄
ラ
ス
若
シ
…
…
不
実
ノ
躰
有
ラ
バ
速
二
警
察
署
分
署
へ
届
出
ス
可
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ノ
キ
マ
リ
　
　
　
　
　
　
ス
コ
シ
ノ
モ
ノ

　
　
一
、
右
働
人
雇
人
へ
該
期
給
金
ノ
外
徴
品
タ
リ
共
心
付
ナ
ド
毛
頭
相
成
ラ
サ
ル
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ヵ
ケ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ヒ
ナ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
カ
ラ
　
　
　
　
　
ハ
ヶ
ラ
キ
ブ
ン

　
　
一
、
雇
人
ノ
勝
手
二
相
休
、
・
・
又
ハ
病
気
ニ
テ
目
欠
ノ
分
ハ
給
金
ノ
内
ヲ
減
ズ
ル
ナ
リ
且
又
徒
二
我
儘
ヲ
言
倣
シ
他
へ
移
ル
族
ハ
前
ノ
働
分
ハ
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
ラ
ム
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
シ
ク

　
　
　
給
金
ノ
上
当
結
杜
邨
邑
ヲ
働
ラ
カ
セ
問
布
事

　
　
　
雇
入
ノ
者
素
ヨ
リ
夜
具
蒲
団
ハ
持
参
勿
論
ノ
事
。
都
合
ニ
テ
借
請
タ
ル
時
ハ
其
品
相
応
ノ
揖
料
ヲ
出
サ
ス
可
キ
事

　
　
　
　
　
　
　
　
ク
パ
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
六
ペ
　
　
　
ソ
ノ
ム
ラ
　
キ
ハ
メ

　
　
　
就
業
ノ
問
二
休
息
ハ
朝
八
時
ト
午
後
ノ
ニ
時
頃
ノ
両
度
線
香
三
分
ノ
壱
二
限
ル
。
昼
飯
休
ハ
線
香
壱
本
ヲ
度
ト
ス
。
且
又
夜
業
ハ
該
村
ノ
究
ヲ

　
　
　
　
　
シ
マ
ヒ

　
　
　
以
テ
終
業
ト
ス
ル
事
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ク
シ
ョ
ク
　
　
　
サ
ダ
メ

　
　
　
御
布
令
遵
守
ス
ル
ハ
勿
論
ノ
事
ナ
リ
猶
今
般
相
改
侯
機
職
エ
ノ
定
条
固
ク
相
守
ル
可
キ
事
。

明
治
十
年
十
月

機
職

掛
　
総

代

丹
後
上
組

縮
緬
杜
中

総
代
之
印

即
ち
、
給
銀
以
外
は
何
の
心
付
も
な
く
、
目
給
制
、
追
放
制
度
が
定
め
ら
れ
、

　
　
近
世
丹
後
縮
緬
機
業
に
お
げ
る
株
仲
問
の
一
考
察
（
足
立
）

夜
臭
・
蒲
団
を
借
請
け
た
時
は
絹
料
を
出
さ
し
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
一
　
（
一
九
一
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
二
（
一
九
二
）

就
業
条
件
と
し
て
休
息
時
問
は
午
前
八
時
に
一
回
と
午
後
二
時
に
一
回
で
時
問
は
線
香
三
分
の
一
に
限
ら
れ
て
い
る
。
午
前
八
時
に

休
息
時
問
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
そ
の
就
業
開
姶
時
間
が
如
何
に
早
暁
未
明
に
行
わ
れ
た
か
を
推
測
し
得
る
。
昼
飯
休
は
線
香

一
本
を
限
度
と
し
、
夜
業
ま
で
追
立
て
て
就
業
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
外
奉
公
人
取
締
の
規
定
等
も
株
仲
問
の
問
で
設
け
ら
れ
、

厳
重
に
統
制
し
た
。
即
ち
さ
き
に
述
べ
た
峯
山
藩
に
お
け
る
宝
暦
五
年
の
同
業
仲
問
の
奉
公
人
規
定
、
或
は
次
に
か
か
げ
る
宮
津
藩

加
悦
谷
上
四
ヶ
村
の
天
保
十
年
二
月
に
お
け
る
「
規
定
」
の
如
き
は
そ
の
事
例
の
一
つ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

　
　
　
　
　
　
規
　
定

　
　
一
、
機
屋
下
職
紛
失
糸
之
類
質
二
取
又
ハ
買
取
候
老
有
之
候
ハ
バ
無
銭
二
而
取
戻
し
可
申
侯
或
ハ
機
屋
之
内
江
質
二
取
買
取
侯
ハ
バ
無
銭
二
而
取

　
　
　
戻
し
共
上
代
品
物
に
応
じ
て
返
料
可
申
付
事

　
　
一
、
奉
公
人
ハ
勿
論
下
職
二
而
も
紛
失
糸
之
儀
惣
而
盗
賊
同
様
二
取
斗
可
申
事

　
　
一
、
都
而
稜
ケ
糸
之
類
に
於
て
ハ
売
買
に
不
抱
使
候
も
の
も
本
人
同
様
取
斗
可
致
事

　
　
一
、
組
合
村
ハ
勿
論
外
組
之
村
方
二
而
も
紛
失
糸
有
之
侯
と
申
参
候
ハ
バ
共
所
二
而
取
戻
し
早
速
先
方
江
差
戻
し
可
申
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
一
、
致
心
得
違
不
堵
之
者
ハ
致
事
済
侯
迄
村
中
差
除
可
申
候

　
　
　
　
付
加
　
不
堵
之
者
よ
り
取
立
候
過
料
銀
之
儀
ハ
機
屋
之
入
用
二
可
致
候

　
　
　
右
之
条
次
下
役
支
配
二
相
極
メ
侯
末
々
之
老
迄
も
心
違
無
之
様
急
度
相
守
可
申
侯

　
　
　
　
　
天
保
十
亥
二
月
改
メ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
ケ
所
行
司
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
断
　
庄
屋
中

　
次
に
機
屋
奉
公
人
の
賃
銀
に
つ
い
て
は
い



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

　
天
保
六
年
か
ら
明
治
五
年
に
至
る
ま
で
の
竹
野
郡
浅
茂
川
村
に
お
け
る
機
方
永
代
記
録
帳
に
と
ど
め
ら
れ
た
奉
公
人
の
定
銀
記
に

よ
っ
て
そ
の
几
そ
を
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
て
労
賃
は
機
株
仲
問
の
問
で
厳
重
に
統
制
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
天
保

六
年
に
お
け
る
「
奉
公
人
定
銀
」
に
よ
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

、、、、、、、、

織
料

掛
糸

貫
仕

掛
機

糸
操

車
廻

機
先

立
扁

八
分
よ
り
八
分
五
厘
迄

弐
匁

四
拾
五
匁
よ
り
六
拾
匁
ま
で

弐
匁
五
分

壱
匁
壱
分
よ
り
壱
匁
弐
分
迄

六
拾
匁
よ
り
八
拾
五
匁
迄

三
拾
匁
よ
り
五
拾
匁
ま
で

内
五
分
外
六
分

　
右
之
通
り
に
御
座
候

天
保
七
申
年

一
、
織
料

一
、
糸
操

一
、
車
廻

一
、
掛
糸

一
、
機
先

一
、
貫
仕

春春春春春春

七
分
よ
り
七
分
五
厘
迄

壱
匁
壱
分

六
拾
五
匁
よ
り
八
拾
五
匁
ま
で

弐
匁

三
拾
匁
よ
り
五
拾
匁
ま
で

六
拾
五
匁
よ
り
四
拾
五
匁
ま
で

秋秋秋秋秋秋

三
分
よ
り
四
分
ま
で

七
分
よ
り
八
分
ま
で

三
拾
五
匁
よ
り
五
拾
匁
ま
で

壱
匁
八
分

拾
五
匁
よ
り
弐
拾
匁
ま
で

弐
拾
五
匁
よ
り
弐
拾
弐
匁
ま
で

近
世
丹
後
縮
緬
機
業
に
お
げ
る
株
仲
間
の
一
考
察
（
足
立
）

一
九
三
　
（
一
九
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
四
（
一
九
四
）

　
　
一
、
掛
機
　
春
弐
匁
四
分
　
　
　
　
秋
弐
匁
弐
分

　
　
一
、
立
扁
　
春
内
五
分
外
六
分
　
　
　
秋
内
四
分
外
五
分

　
　
　
右
之
通
り
御
座
候

　
し
か
し
て
か
か
る
株
仲
問
間
に
お
け
る
定
目
の
取
極
め
に
対
し
て
は
そ
の
遵
守
実
行
を
厳
格
に
せ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ

を
例
示
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

　
　
　
　
　
取
替
シ
一
札
之
事

　
　
一
、
此
度
四
ケ
処
一
統
定
目
相
極
侯
通
二
付
キ
村
二
至
ル
迄
急
度
相
守
可
中
候
、
若
ツ
心
得
違
之
者
有
之
候
ハ
バ
以
後
老
右
之
定
目
糺
明
之
通
可

　
　
　
申
付
候
価
而
取
替
一
札
如
件

　
　
　
　
文
政
四
年
極
月
朔
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
野
村
行
司
＠
械
照
鮪
＠
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
三
郎
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
悦
町
行
司
＠
長
兵
衛
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
儀
右
衛
門
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
河
村
行
司
　
＠
　
　
重
右
衛
門
　
＠

　
　
　
算
所
村
行
司

　
　
　
　
　
和
平
次
殿

　
　
　
　
　
吉
右
衛
門
殿

　
こ
の
よ
う
に
株
仲
間
が
そ
の
仲
問
同
志
の
問
に
お
け
る
取
極
め
を
行
い
、
お
互
に
仲
間
の
権
益
を
擁
護
す
る
た
め
に
厳
重
な
労
務

統
制
を
実
施
し
て
い
た
た
事
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
有
様
で
あ
る
。



　
　
○
織
機
統
制

↑
ｏ
　
立
機
の
統
制

　
縮
緬
機
業
の
発
達
は
必
然
的
に
自
営
機
屋
の
成
長
を
見
る
に
至
っ
た
。
そ
の
た
め
、
文
化
文
政
期
に
な
る
と
機
数
が
多
く
な
り
、

生
産
過
剰
に
陥
入
る
状
態
が
出
て
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
株
仲
問
で
は
こ
れ
を
制
限
し
取
締
る
に
至
っ
た
。
即
ち

　
　
　
　
師
一

　
　
一
、
機
数
次
第
に
多
分
に
相
成
侯
に
付
此
度
相
改
め
、
壱
軒
に
付
機
数
四
ツ
隈
り
よ
り
上
は
致
問
舗
侯
事
若
し
相
背
侯
者
は
齢
尉
杵
臥
相
除
ぎ
可

　
　
　
申
侯
事
談
合
相
決
し
申
所
、
村
カ
機
屋
中
急
度
相
守
可
申
侯
。
規
定
価
而
如
件

　
　
　
文
政
十
年
亥
十
月

　
　
　
　
　
　
　
　
会
本
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幾
地
村
行
司

　
こ
の
機
株
仲
間
の
談
合
決
議
に
よ
っ
て
立
機
を
「
機
数
四
ツ
限
リ
」
即
ち
織
機
四
台
以
上
は
認
め
ず
、
違
反
者
は
機
屋
仲
問
か
ら

除
名
処
分
に
付
せ
ら
れ
る
と
い
っ
た
罰
則
に
よ
っ
て
取
締
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

回
　
一
斉
休
機
の
実
施

　
縮
緬
の
生
産
抑
制
に
よ
る
価
格
の
維
持
対
策
は
単
に
織
機
の
立
建
制
限
に
と
ど
ま
ら
ず
一
斉
休
機
と
い
っ
た
形
態
が
早
や
く
か
ら

採
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
宮
津
藩
算
所
村
に
お
け
る
「
安
永
四
年
未
十
二
月
先
納
指
引
井
入
用
帳
」
に
は
不
景
気
対
策
と
し
て
一

斉
休
機
策
の
取
極
め
を
行
い
「
右
ハ
四
ヶ
村
機
休
相
談
寄
合
入
用
」
と
し
て
出
費
金
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
創
業
後
問
も
な
い
時

代
に
早
や
く
も
か
か
る
対
策
が
仲
問
の
手
に
よ
っ
て
講
ぜ
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

　
一
方
峯
山
藩
に
お
い
て
も
、
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
三
）
の
機
株
制
定
に
関
す
る
規
定
書
に
お
い
て
「
近
年
機
屋
糸
屋
共
規
定
相

　
　
　
近
世
丹
後
縮
緬
機
業
に
お
け
る
株
伸
問
の
一
考
察
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五
　
（
一
九
五
）



　
　
　
立
命
鮒
経
済
学
（
第
八
巻
・
箪
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
六
　
（
一
九
六
）

崩
機
崖
之
内
に
も
糸
尾
に
似
寄
侯
取
扱
致
侯
も
Ｏ
も
有
之
、
糸
崖
に
て
縮
緬
取
扱
侯
者
有
之
哉
相
闇
、
如
何
之
事
に
侯
」
と
あ
る
如

く
、
縮
納
伝
来
後
わ
ず
か
四
十
年
の
宝
豚
年
問
に
早
や
く
も
生
産
上
に
混
乱
を
生
じ
つ
つ
あ
る
業
界
の
実
情
を
明
ら
か
に
し
「
以
来

糸
商
内
之
儀
は
糸
屋
に
可
限
侯
。
糸
朕
に
て
締
納
坂
扱
侯
儀
は
不
相
成
旨
達
置
侯
問
、
不
致
混
雑
万
事
実
意
に
中
談
相
互
に
相
続
繁

栄
致
侯
様
可
心
懸
侯
」
と
そ
の
仲
問
統
制
に
落
ｎ
ら
が
乗
り
出
し
て
い
る
有
様
で
あ
る
。
尚
峯
山
藩
の
機
屋
仲
問
が
当
時
す
で
に
宮

津
藩
領
の
機
屋
達
と
同
様
、
不
景
気
対
策
、
生
産
過
剰
に
よ
る
価
格
の
下
落
を
防
止
せ
ん
と
し
て
機
休
制
を
申
合
し
、
生
産
の
抑
制

と
価
格
維
持
に
努
力
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
機
屋
が
相
当
経
済
的
に
打
撃
を
う
け
つ
つ
あ
っ
た
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
即
ち

　
　
「
一
、
近
年
不
景
気
と
は
乍
申
兎
角
機
長
休
に
相
成
、
織
立
中
間
も
無
之
侯
而
は
一
統
融
通
端
次
に
至
る
迄
難
渋
之
事
に
侯
別
て
町
家
は
家
職
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

　
　
く
相
休
み
空
敷
暮
侯
て
は
弥
六
渡
世
も
六
ツ
ケ
敷
相
成
候
問
、
年
内
之
織
立
成
丈
相
続
、
品
柄
入
念
古
風
に
立
戻
り
可
申
様
可
相
心
得
侯
」

と
あ
り
休
機
の
長
期
に
亙
る
事
に
警
告
を
発
し
、
休
機
し
な
い
よ
う
「
年
内
之
織
立
成
丈
相
続
」
け
る
よ
う
勧
告
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
株
仲
間
の
果
し
た
休
機
に
よ
る
生
産
の
抑
圧
の
機
能
は
か
か
る
仲
間
同
志
問
に
お
け
る
統
制
に
と
ど
ま
ら
ず
、
更
に
京
都
間
屋

と
の
問
に
お
け
る
休
機
交
渉
も
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
項
を
改
め
て
論
述
す
る
心
算
で
あ
る
。

バ
　
懸
機
歩
取
機
の
統
制
と
排
除

　
更
に
株
仲
間
は
機
業
の
発
展
に
伴
う
業
界
の
混
乱
、
生
産
過
剰
の
根
源
た
る
べ
き
、
懸
機
及
び
歩
取
機
を
統
制
し
、
乱
織
を
防
止

せ
ん
と
し
た
。
こ
こ
に
い
う
懸
機
及
び
歩
取
機
と
は
、
い
わ
ゆ
る
賃
機
で
あ
っ
て
、
原
料
糸
の
入
手
も
製
織
品
の
販
売
も
自
己
の
危

険
と
責
任
と
に
お
い
て
行
う
独
立
白
営
の
い
わ
ゆ
る
自
営
機
に
対
し
て
、
賃
機
の
方
は
原
糸
を
間
屋
も
し
く
は
織
元
か
ら
支
給
さ
れ

て
工
賃
稼
ぎ
を
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
原
料
供
給
者
↓
製
織
↓
原
料
供
給
者
と
い
う
過
程
を
通
じ
て
糸
仲
買
人
・
糸
間
屋
に
隷
属
し

１



て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
丹
後
機
業
は
今
日
尚
問
曝
資
本
の
夜
圧
と
拮
抗
せ
る
牛
産
者
の
耐
乏
の
歴
史
で
あ
る
と
い
わ
れ
て

い
る
が
、
徳
川
時
代
○
機
屋
が
、
外
地
も
し
く
は
丹
後
で
原
料
糸
を
買
入
れ
、
こ
れ
を
特
約
の
止
少
坂
機
匿
に
前
貸
し
て
賃
織
さ
せ
、

織
上
げ
た
製
品
は
間
屋
が
こ
れ
を
京
都
そ
の
他
へ
送
り
販
売
す
る
、
い
わ
ゆ
る
糸
絹
兼
営
間
屋
に
支
配
さ
れ
た
問
屋
制
家
内
工
業
の

形
態
を
典
型
的
に
示
し
て
い
た
箏
は
幾
多
の
事
例
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
更
に
こ
の
糸
絹
兼
営
間
屋
商
人
が
懸

機
・
歩
取
機
に
よ
っ
て
盛
ん
に
生
産
を
行
い
、
さ
き
に
述
べ
た
如
く
、
　
「
近
年
機
屋
糸
屋
共
規
定
相
崩
…
糸
屋
に
て
も
縮
緬
取
扱
侯

者
有
之
哉
相
聞
、
如
何
之
事
に
侯
」
と
業
界
を
混
乱
せ
し
め
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
間
屋
商
人
の
懸
機
・
歩
機
の
形
態
に
よ
る
生
産
へ
の
割
込
み
に
よ
る
生
産
過
剰
、
又
ユ
、
れ
に
伴
う
価
格
の
混
乱
は
機
屋
を

困
惑
せ
し
め
た
こ
と
は
想
像
す
る
に
余
り
あ
る
も
の
が
あ
り
、
機
株
仲
問
は
か
か
る
商
人
の
生
産
へ
○
割
込
に
対
し
、
一
致
し
て
こ

れ
、
が
排
除
に
努
力
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

　
　
　
　
　
乍
恐
奉
願
上
口
上
覚

　
　
一
、
縮
緬
室
商
売
之
饒
近
年
不
景
気
に
罷
成
引
合
不
宜
難
儀
至
極
に
奉
存
侯
右
に
付
三
ケ
年
巳
前
御
領
分
並
久
美
浜
御
支
配
所
、
峰
山
御
領
分
右

　
　
　
三
御
領
分
機
屋
行
司
一
統
口
大
野
村
へ
寄
合
仕
相
談
之
上
町
方
は
町
方
限
り
在
方
は
其
村
限
り
之
下
職
に
仕
他
所
江
糸
機
等
出
し
侯
儀
不
成
旨

　
　
　
相
極
申
候
。
然
る
処
近
年
当
御
城
下
宮
津
絹
屋
之
内
よ
り
御
領
分
須
津
村
、
石
川
村
、
四
辻
村
、
幾
地
村
、
岩
屋
村
、
上
常
吉
村
、
三
甫
村
此

　
　
　
外
府
中
灘
々
、
日
置
村
、
波
見
村
、
岩
ケ
鼻
辺
迄
も
懸
仕
入
機
等
多
分
差
出
し
侯
に
付
、
銘
次
其
村
女
機
、
糸
繰
等
之
奉
公
人
甚
払
底
に
相
成

　
　
　
機
屋
一
統
商
売
大
に
差
支
難
儀
仕
侯
右
に
付
而
は
奉
公
人
給
銀
等
も
前
と
は
連
ひ
自
然
高
給
に
相
成
侯
乃
巳
た
ら
ず
、
機
屋
一
統
差
支
難
儀
至

　
　
　
極
奉
存
侯
依
之
当
春
宮
津
絹
屋
行
司
中
へ
右
難
渋
之
旨
申
立
以
来
在
方
へ
懸
機
被
差
出
侯
儀
差
留
可
被
下
旨
相
頼
申
侯
処
承
知
被
致
差
留
可
申

　
　
　
旨
に
被
申
聞
侯
得
共
今
以
不
得
止
事
、
精
出
し
機
織
仕
候
儀
に
御
庫
侯
。
縮
緬
不
景
気
に
付
村
左
相
談
仕
侯
而
機
休
さ
と
く
留
仕
侯
得
共
、
右

　
　
　
宮
津
機
織
之
も
の
共
は
機
休
も
不
構
候
に
付
村
ヵ
行
司
よ
り
差
留
申
遣
候
へ
共
聞
入
不
申
、
休
中
専
ら
機
織
仕
致
方
無
御
座
侯
へ
は
在
方
は
機

　
　
　
近
世
丹
後
縮
緬
機
業
に
お
げ
る
株
仲
問
の
一
考
察
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
七
　
（
一
九
七
）



　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
八
（
一
九
八
）

　
休
仕
侯
而
も
無
詮
事
に
御
座
候
而
村
々
甚
難
儀
至
極
奉
存
侯
（
中
略
）
前
文
奉
申
上
侯
通
甚
差
支
難
渋
に
奉
存
候
問
、
町
方
絹
屋
よ
り
在
方
へ

　
懸
機
出
し
候
儀
乍
恐
急
度
差
留
仰
付
被
下
置
侯
様
奉
願
上
侯

一
、
御
領
分
明
石
村
半
右
衛
門
と
申
老
江
州
長
浜
糸
屋
共
仕
入
仕
候
而
加
悦
谷
村
々
へ
鰺
敷
懸
機
差
出
し
多
分
之
縮
緬
京
都
、
大
阪
表
へ
為
差
登

　
申
候
。
右
様
之
族
出
来
侯
而
御
当
国
之
産
物
他
国
之
助
成
に
い
た
し
国
益
を
他
国
に
為
取
候
道
理
に
奉
存
候
。
加
之
村
々
機
屋
一
統
之
差
支
に

　
相
成
是
又
難
儀
至
極
に
奉
存
候
間
御
差
留
被
仰
付
下
候
様
奉
願
上
侯

　
右
両
様
難
渋
之
段
被
聞
召
分
厚
御
憐
慈
右
願
之
通
御
許
容
成
下
侯
は
上
村
六
機
屋
共
一
統
難
有
仕
合
に
奉
存
候
。
　
　
　
　
以
　
上

　
　
文
政
六
未
年
八
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
山
田
、
上
山
田
、
万
川
、
四
辻
、
幾
地
、
岩
屋
各
村
機
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
　
事
　
連
　
署

　
　
　
　
（
１
０
）

　
　
　
　
定

（
前
略
）

一
、
四
ケ
村
の
外
商
人
の
歩
取
縮
緬
堅
相
止
め
侯
事
。
万
一
有
違
犯
之
考
は
為
科
料

　
当
人
一
疋
に
付
　
　
　
　
　
　
　
銀
　
六
十
匁

　
世
　
話
　
人
　
　
　
　
　
　
　
　
銀
　
三
十
匁

右
は
機
為
永
久
相
続
、
機
屋
中
相
談
の
上
相
極
候
上
は
、
受
御
吟
味
侯
節
御
申
付
通
早
速
致
承
知
少
も
違
背
仕
問
敷
候
。
以
上

　
天
保
七
年
六
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
連
　
名
＠

　
右
の
文
書
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
如
く
、
宮
津
町
方
の
絹
屋
商
人
が
須
津
村
、
石
川
村
、
下
山
田
村
、
四
辻
村
、
幾
地
村
、
岩
屋
村
、

上
常
吉
村
、
三
重
村
、
府
中
灘
村
六
、
目
置
村
、
波
見
村
、
岩
ヶ
鼻
に
至
る
近
郷
諸
村
を
中
心
と
す
る
村
方
へ
懸
機
或
は
歩
取
機
を

出
し
盛
に
生
産
を
行
い
、
奉
公
人
の
払
底
、
賃
銀
の
高
騰
を
招
来
し
、
在
方
自
営
の
機
屋
達
を
難
儀
に
陥
入
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、



「
締
緬
不
妹
気
に
付
村
六
相
談
仕
候
而
機
休
さ
と
く
留
仕
候
得
共
、
右
宮
津
懸
機
織
之
も
の
共
は
機
休
も
不
構
侯
に
付
村
六
行
事
よ

り
差
留
中
遣
侯
へ
共
聞
入
不
申
、
休
中
専
機
織
仕
致
方
無
御
座
侯
」
と
機
休
に
よ
る
生
産
統
制
の
協
定
す
ら
破
っ
て
遂
に
「
右
侯
へ

は
在
方
は
機
休
仕
侯
而
も
無
詮
事
に
御
座
侯
而
村
々
甚
難
儀
至
極
奉
存
候
（
中
略
）
町
方
絹
屋
よ
り
在
方
へ
懸
機
出
し
候
儀
乍
恐
差

留
仰
付
被
下
置
候
様
奉
願
上
侯
」
と
在
方
機
屋
を
危
機
に
追
込
み
懸
機
停
止
を
嘆
願
せ
し
め
る
に
至
っ
て
い
る
。
更
に
と
の
懸
機
の

脅
威
は
町
方
の
絹
屋
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
に
留
ま
ら
ず
、
他
領
即
ち
江
州
長
浜
の
糸
間
崖
の
手
に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
た
の
で
こ

れ
は
「
江
州
長
浜
糸
屋
共
仕
入
仕
侯
而
加
悦
谷
村
六
へ
彩
敷
懸
機
差
出
し
多
分
之
縮
緬
京
都
、
大
阪
表
へ
為
差
留
申
候
右
様
の
族
出

来
侯
而
御
当
国
之
産
物
他
国
之
助
成
に
い
た
し
国
益
を
他
国
に
為
取
侯
道
理
に
も
奉
存
侯
」
と
他
因
商
業
資
本
の
導
入
手
段
に
ー
懸
機

が
利
用
せ
ら
れ
、
国
産
と
し
て
の
縮
緬
機
業
ひ
い
て
は
加
悦
谷
機
業
を
危
殆
に
陥
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
株
仲
問
が
行
司
を
通
じ

か
か
る
懸
機
制
止
の
運
動
を
強
力
に
１
押
し
進
め
、
も
っ
て
仲
間
の
権
益
擁
護
に
努
め
た
の
は
勿
論
で
、
天
保
七
年
に
は
地
方
商
業
資

本
家
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
歩
取
縮
緬
を
禁
止
し
、
違
反
者
は
之
に
「
当
人
一
疋
に
付
銀
六
十
匁
、
世
話
人
銀
六
十
匁
」
の
科
料

に
処
す
と
い
っ
た
厳
重
極
ま
る
申
合
せ
を
行
い
、
歩
取
機
の
蔓
延
と
そ
れ
に
伴
う
生
産
過
剰
を
抑
制
せ
ん
と
図
っ
た
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
こ
れ
等
の
文
書
は
掛
機
・
歩
取
機
の
際
限
な
き
膨
脹
に
対
す
る
白
営
機
屋
必
死
の
低
抗
と
防
戦
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、

文
化
・
文
政
・
天
保
期
に
お
け
る
掛
機
・
歩
取
機
の
脅
威
、
地
方
商
業
資
本
の
発
展
を
如
実
に
－
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
宮
津
藩
の

文
政
一
挨
で
襲
撃
さ
れ
た
宮
津
の
糸
絹
間
屋
は
百
二
十
台
の
機
を
も
っ
て
い
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
は
こ
の
種
の
掛

機
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
又
岩
滝
の
糸
間
屋
は
数
百
軒
の
掛
機
を
も
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
、
更
に
他
領
の
糸
間
屋
ま
で
も
が
糸
仲
買

人
を
手
先
に
ー
進
出
し
来
っ
て
機
屋
仲
問
を
苦
境
に
陥
入
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
年
中
機
休
み
し
な
い
こ
れ
ら
の
脅
威
に
ー
は
前
記
の
如

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ｕ
）

く
科
料
に
よ
っ
て
抑
圧
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
遂
に
は
村
八
分
の
非
人
道
な
非
常
手
段
に
す
ら
訴
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
記
録
に
よ

　
　
　
近
世
丹
後
縮
緬
機
業
に
ー
お
け
る
株
伸
間
の
一
考
察
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九
　
（
一
九
九
）



立
命
館
経
済
学
（
箪
八
巻
・
箪
一
号
）

二
〇
〇
　
（
二
〇
〇
）

れ
ば

　
　
一
、
糸
段
々
高
値
に
相
成
に
付
歩
機
之
吟
味
厳
敷
、
別
而
大
野
村
之
分
村
中
歩
機
而
巳
に
て
谷
中
峰
山
江
押
寄
せ
峰
山
、
大
野
、
河
辺
、
善
王
寺
、

　
　
　
竹
ノ
郡
九
ケ
村
、
熊
野
三
郡
之
寄
合
に
て
歩
機
の
吟
味
に
付
、
山
我
屋
佐
喜
蔵
、
米
屋
品
蔵
、
千
才
屋
万
右
衛
門
右
三
人
者
歩
機
之
答
に
お
と

　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
　
　
し
万
事
付
合
止
め
致
し
、
夫
よ
り
段
々
糸
屋
其
外
之
詑
人
出
し
歩
機
の
儀
決
而
相
成
不
申
候

　
　
一
、
歩
機
為
吟
味
此
度
相
改
め
京
為
替
代
呂
物
者
勿
論
地
売
た
り
と
も
各
々
江
中
付
侯
間
、
以
来
者
其
心
得
を
以
て
歩
機
に
紛
敷
儀
在
之
侯
不
隠

　
　
　
早
速
可
被
中
出
候
。
若
又
乍
存
等
閑
に
相
成
候
上
は
急
度
可
及
沙
汰
候

　
　
　
　
弘
化
二
巳
歳
八
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
領
　
行
　
事

　
　
　
　
上
飛
脚
中

　
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
米
屋
品
蔵
は
文
政
一
挨
で
焼
打
ち
に
あ
っ
た
岩
滝
村
庄
屋
、
千
歳
屋
万
右
衛
門
は
弘
化
三
年
の
中
郡
機

屋
惣
代
と
い
っ
た
地
方
の
有
力
者
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
村
八
分
と
い
っ
た
制
裁
に
訴
え
て
、
そ
の
歩
機
の
脅
威
と
闘
っ
た
の
で
あ
る
。

か
か
る
非
常
手
段
は
遂
に
功
を
奏
し
た
の
で
あ
っ
て
次
の
如
く
歩
機
の
制
限
が
行
わ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

　
　
　
　
　
大
野
村
機
屋
よ
り
一
札

　
　
一
、
此
の
度
於
当
村
歩
機
に
紛
敷
義
い
た
し
侯
者
有
之
趣
相
聞
、
且
致
話
定
侯
機
休
み
等
閑
に
致
付
御
惣
方
差
支
に
相
成
侯
故
不
寄
何
事
に
不
致

　
　
　
破
談
旨
被
申
聞
甚
以
当
惑
仕
候
。
ホ
に
付
荷
中
以
段
々
和
談
之
義
御
頼
中
上
侯
処
、
品
能
御
聞
取
被
成
下
恭
奉
存
侯
。
以
後
者
歩
機
に
似
寄
候

　
　
　
筋
者
村
方
に
而
精
々
致
吟
味
、
決
而
織
立
相
致
巾
問
敷
侯
。
勿
論
和
談
被
成
侯
上
は
万
端
談
合
の
義
は
堅
く
相
用
可
中
侯
。
為
後
証
一
札
依
而

　
　
　
如
件
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
野
村
歩
機
連
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仁
　
　
助
　
　
　
治
　
　
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
士
暑
七
　
五
兵
術



左
十
郎
．

万
右
衛
門

　
　
　
巾
郡
様
尾
行
司
衆
中
様

　
　
　
竹
野
郡
機
尾
行
司
衆
中
様

と
あ
り
、
大
野
村
歩
機
連
中
か
ら
「
以
後
者
歩
機
に
似
寄
侯
筒
者
村
方
に
而
精
六
致
吟
味
“
決
而
織
立
相
致
申
問
敷
候
」
と
、
巾
．

竹
野
両
郡
機
屋
行
司
衆
中
宛
に
誓
約
の
二
札
」
を
提
出
し
歩
機
の
放
漫
た
坤
加
を
防
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
糸
間
崖
も
左

の
二
札
」
を
入
れ
て
歩
機
に
よ
る
生
産
過
剰
抑
圧
に
協
力
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

　
　
　
　
　
糸
　
屋
　
一
　
札

　
　
一
・
歩
機
の
儀
者
御
国
産
哀
微
と
相
成
候
事
故
前
六
よ
り
兼
而
不
柵
成
旨
承
知
仕
侯
。
然
る
処
銘
六
歩
機
仕
入
に
紛
敷
糸
替
等
及
御
聞
御
庫
侯
庁
」

　
　
　
付
・
御
惣
方
様
よ
り
此
度
銘
々
糸
御
貿
被
下
問
敷
段
御
沙
汰
被
下
誠
に
以
て
心
配
仕
侯
間
、
糸
屋
中
を
以
て
是
迄
之
通
り
何
卒
御
取
引
可
被
下

　
　
　
御
棚
仕
候
処
、
御
柵
談
を
以
て
品
能
御
聞
済
被
下
千
万
水
本
存
候
。
然
る
上
者
御
機
屋
衆
中
御
為
め
筋
に
相
成
候
実
意
を
以
て
正
路
に
糸
商
内

　
　
　
可
仕
候
。
万
一
歩
取
者
勿
論
糸
替
等
不
竹
風
閉
も
有
之
候
は
ぼ
如
何
様
共
可
被
巾
付
侯
。
為
後
証
依
而
如
件

　
　
　
　
弘
化
二
年
巳
八
刀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
　
佐
　
喜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
米
　
　
　
品

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
　
　
　
庄

　
　
前
書
之
通
り
急
度
相
守
可
申
候
。
若
又
相
背
候
義
有
之
候
は
ば
惣
機
屋
衆
思
召
に
相
叶
候
私
共
よ
り
急
度
可
申
候
。
為
其
奥
書
仕
候
。
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
糸
　
屋
　
中

　
　
　
　
中
郡
　
竹
野
郡

　
　
　
　
近
世
丹
後
縮
緬
機
業
に
お
げ
る
株
仲
間
の
一
考
察
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
一
　
（
二
〇
こ



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
．
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
二
　
（
二
〇
二
）

　
　
　
　
御
行
司
衆
中
様

　
即
ち
糸
崖
間
屋
山
佐
喜
、
米
屋
品
蔵
、
近
庄
、
三
名
連
署
し
て
そ
の
歩
取
機
、
糸
替
等
出
機
を
停
止
し
て
、
　
「
然
る
上
者
御
機
屋

衆
中
御
為
め
筋
に
相
成
侯
様
実
意
を
以
て
正
路
に
糸
商
内
可
仕
侯
。
万
一
歩
取
者
勿
論
糸
替
等
不
宜
風
聞
も
有
之
侯
は
ば
如
何
様
共

可
被
申
付
侯
」
と
の
「
一
札
」
を
入
れ
て
誓
約
し
更
に
「
前
書
之
通
り
急
度
為
相
守
可
中
侯
云
六
」
と
糸
屋
中
が
奥
書
し
て
前
記
三

糸
間
屋
の
誓
約
の
保
証
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
歩
取
機
、
仕
入
機
の
制
限
統
制
は
独
り
仲
問
中
の
自
衛
手
段
と
し
て
申
合
せ
に
よ
っ
て
実
施
し
た
の
み
な
ら
ず
、
宮
津
藩

側
に
お
い
て
も
国
産
工
業
擁
護
の
立
場
か
ら
統
制
し
た
の
で
あ
っ
て
仲
間
の
申
合
せ
を
バ
ツ
ク
ァ
ッ
プ
し
た
。
即
ち
嘉
永
三
戊
年
四

月
に
実
施
し
た
「
機
改
に
付
新
鑑
札
御
頂
戴
御
請
書
覚
」
の
中
に
お
い
て
「
一
、
歩
取
機
仕
入
機
仕
侯
儀
は
勿
論
右
機
織
侯
儀
或
は

御
他
領
並
に
町
方
よ
り
の
懸
機
不
相
成
旨
は
兼
而
被
仰
出
侯
儀
に
付
、
猶
又
厳
敷
御
改
御
座
侯
問
心
得
違
無
之
様
可
仕
侯
事
」
と
厳

重
に
取
締
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

与
謝
郡
野
田
川
町
算
所
村
酉
原
雄
助
氏
所
蔵

与
謝
郡
野
田
川
町
算
所
村
西
原
雄
助
氏
所
蔵

与
謝
郡
加
悦
町
加
悦
杉
本
誠
一
氏
所
蔵

竹
野
郡
綱
野
町
町
役
場
保
存

与
謝
郡
野
田
川
町
算
所
村
西
原
雄
助
氏
所
蔵

宮
津
領
機
方
文
書
　
丹
後
縮
緬
織
物
工
業
協
同
組
合
本
部
所
蔵

峰
山
領
機
方
文
書
　
同
　
右
　
所
蔵

同
　
　
　
右



（
９
）

（
１
０
）

（
ｕ
）

（
１
２
）

（
１
３
）

宮
津
領
機
方
文
書

同
　
　
　
右

峰
山
領
機
方
文
書

同
　
　
　
右

同
　
　
　
右

同
　
右
　
所
蔵

同
　
右

所
蔵

四
、
む

す
　
　
び

　
以
上
近
世
丹
後
縮
緬
機
業
に
お
け
る
機
株
仲
問
の
極
く
一
部
分
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
株
仲
問

は
村
落
単
位
に
結
成
さ
れ
、
そ
の
単
位
毎
に
行
司
役
が
選
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
村
落
単
位
の
株
仲
問
は
更
に
数
ヶ
村

よ
っ
て
連
合
体
、
更
に
そ
の
上
部
に
組
を
作
っ
て
、
互
に
仲
問
の
権
益
を
擁
護
し
、
仲
問
の
統
制
を
強
力
に
押
し
す
す
め
て
い
た
の

で
あ
る
。
例
え
ば
宮
津
藩
の
「
安
永
四
年
未
十
二
月
先
納
指
引
井
入
用
帳
」
　
（
行
司
塩
屋
宇
右
衛
門
・
千
賀
六
郎
丘
ハ
衛
両
名
）
の
年

問
に
扱
っ
た
主
な
る
仲
問
寄
合
の
記
録
に
よ
っ
て
株
仲
問
の
活
動
を
ひ
ろ
い
あ
げ
て
み
た
だ
け
で
も
そ
れ
が
如
何
に
広
汎
な
範
囲
に

亙
っ
て
お
り
、
重
要
な
事
柄
に
ふ
れ
て
い
た
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
○
右
ハ
四
ヶ
村
機
休
相
談
寄
合
入
用
。
○
右

ハ
四
ケ
村
庄
屋
衆
井
行
司
御
上
様
よ
り
日
光
御
用
銀
被
仰
付
侯
節
何
ケ
相
談
寄
合
入
用
。
○
右
ハ
四
ケ
村
機
休
取
付
相
談
寄
合
入
州
。

○
右
ハ
三
河
内
・
加
悦
分
ト
不
和
二
成
リ
夫
故
彼
是
あ
い
さ
つ
い
た
し
四
ヶ
村
和
合
何
ヶ
ト
相
談
寄
合
入
用
等
六
と
機
業
経
営
上
の

極
め
て
重
要
な
取
極
め
が
こ
れ
等
の
寄
合
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
殊
に
不
景
気
対
策
と
し
て
の
一
斉
休
機
の
決
定
等

は
、
そ
れ
等
の
諾
活
動
の
中
で
も
最
も
重
婁
な
取
極
め
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
に
お
い
て
ま
ず
、
機
織
に
お
け
る

　
　
　
近
世
丹
後
縮
緬
機
業
に
お
け
る
株
仲
問
の
一
考
察
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
三
　
（
二
〇
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
四
　
（
二
〇
四
）

統
制
活
動
を
と
り
あ
げ
て
論
攻
し
た
所
以
も
実
に
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
て
紙
数
に
制
限
が
あ
り
、
充
分
に
論
述
し
得
な
か
っ
た
点
は
遺
憾
で
あ
る
が
、
他
目
株
仲
問
の
請
活
動
を
引
続
い
て
論
ず

る
場
合
、
更
に
加
筆
詳
論
す
る
心
算
で
あ
る
。


